　　　水道事業管理規程
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第1章　総則
(目的)
第1条　この規程は、水道部の組織及び業務執行に係る事務処理等に関し必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章　組織及び職制
(組織)
第2条　水道部に次の課、室及び係を置く。
	管理課
	統合推進室、総務係、企画財政係、業務係

	工務課
	計画係、給水係

	施設課
	施設係


(臨時又は特別の事務の組織等)
第3条　水道事業管理者の権限を行う理事会（以下「管理者」という。）は、臨時又は特別の事務でこの規程で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(事務分掌)
第4条　第2条に規定する室及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(職制)
第5条　水道部に水道部長、技師長、課長、室長及び係長を置く。
2　管理者は、専門事項を処理するため必要があるときは、参与、参事、技監、副参事、副技監、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
3　前2項に規定する職のほか、水道部に副主査、主任主事、主任技師、主任技能員、主事、技師及び技能員を置く。
(職務)
第6条　水道部長は、管理者の命を受けて水道部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2　技師長及び課長は、水道部長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、かつ、水道部長を補佐する。
3　室長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4　前3項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(理事会の議決を要する事項)
第7条　理事会の議決を要する事項については、事務決裁規程(平成12年訓令第5号)第5条の規定を準用する。
(事務の代決)
第8条　理事長が不在のときは、水道部長がその事務を代決する。
2　水道部長が不在のときは技師長が、水道部長及び技師長がともに不在のときは、主管する課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条　前条の規定による代決は、重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針が示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2　前項ただし書の規定により代決したものは、速やかに決裁権者の承認を受けなければならない。
第3章　専決
(専決事項)
第10条　あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において常時、管理者に代わって決定を行うことを「専決」という。
2　理事長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。
3　水道部長及び課長の専決事項は、別に定めるもののほか、別表第3のとおりとする。
4　前項に定めるもの以外の個別専決事項は、別表第4に定めるとおりとする。
5　技師長は、その所掌する事務のうち、水道部長が指定する事項について専決することができる。
6　前項の規定により専決事項を指定する場合は、管理者の承認を得なければならない。指定を変更し、又は取り消そうとする場合も、同様とする。
(専決の制限)
第11条　理事長、水道部長及び課長（以下「理事長等」という。）は、前条に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。
[bookmark: _Hlk209707934](1)　特に重要又は異例に属するとき。
(2)　紛議論争があるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3)　前２号に掲げるもののほか、特に管理者において事業を了知しておく必要があると認められるとき。
(類推による専決)
第12条　理事長等は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(専決事項の報告)
第13条　理事長等は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章　事務処理
(公印)
第14条　水道部における公印の取扱いについては、公印規則(昭和52年規則第8号)に規定する公印の取扱いの例によるものとする。この場合において、「事務局」とあるのは「水道部」と、「事務局長」とあるのは「水道部長」と読み替えるものとする。
(公印の種類、寸法等)
第15条　公印の名称、寸法、ひな形等は、別表第5のとおりとする。
(文書)
第16条　水道部における文書の取扱いについては、水道事業文書管理規程(令和8年水道事業管理規程第2号)に定めるところによる。
(公用自動車の管理)
第17条　水道部における公用自動車の管理については、水道事業公用自動車管理規程(令和8年水道事業管理規程第3号)に定めるところによる。
附　則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。


別表第1(第4条関係)
事務分掌表
	室又は係名
	事務分掌

	統合推進室
	1　水道ビジョン等、各種計画に関すること。
2　料金改定に関すること。
3　国交付金等に関すること。
4　システム統合に関すること。

	総務係
	1　人事、給与及び研修等職員に関すること。
2　条例、水道事業管理規程等に関すること。
3　文書及び公印の管理に関すること。
4　入札及び契約に関すること。
5　庁舎及び公用車の管理に関すること。
6　議会に関すること。
7　他の係及び室の所掌に属さないこと。

	企画財政係　
	1　予算及び決算に関すること。
2　財政計画及び資金計画に関すること。
3　出納、監査その他会計事務に関すること。
4　出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
5　資産管理に関すること。
6　統計・広報に関すること。
7　会計システム及び伝票整理に関すること。

	業務係
	1　営業業務委託に関すること。
2　調定及び徴収に関すること
3　給水契約に関すること。
4　債権管理に関すること。
5　水道メーターの管理に関すること。
6　使用者台帳及び水栓台帳の管理に関すること。

	計画係
	1　拡張及び改良工事に関すること。
2　施設整備に関すること。
3　水道施設台帳に関すること。　

	給水係
	1　給水装置工事に関すること。
2　指定給水装置工事事業者に関すること。
3　給水台帳に関すること。

	施設係
	1　水源及び浄水施設の維持管理に関すること。
2　水質管理に関すること。
3　管路の維持管理に関すること。



別表第2(第10条関係)
理事長の専決事項
(1)　職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(2)　職員又は職員であった者の叙位叙勲の申請
(3)　職員の6日を超える病気休暇の承認及び欠勤の届出
(4)　議会の同意を得た特別職の職員の任免
(5)　水道部長への管理職員特別勤務命令
(6)　重要な職務専念義務の免除
(7)　職員の重要な営利企業等の従事又は経営の許可
(8)　水道部長への旅行の命令及び復命
(9)　職員の外国旅行の命令及び復命
(10)　職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第8号)第3条第4項に規定する依頼等及び支
給額の決定並びに同条例に規定する調整
(11)　重要な通知、申請、届出、報告、照会、回答及び依頼等
(12)　告示、公告、指令及び達
(13)　交際費の支出負担行為及び支出命令
(14)　起債及び一時借入金の手続
(15)　1件の金額1億5,000万円以上の委託料、修繕費、薬品費、工事請負費、固定資産購入
費及び貯蔵品購入費の契約締結及び支出負担行為
(16)　非常勤特別職の旅行及び職員の外国旅行の支出負担行為
(17)　1件の金額1億5,000万円以上の委託料、修繕費、薬品費、工事請負費、固定資産購入
費及び貯蔵品購入費の支出命令
(18)　指名競争入札の仕様書及び業者の決定(1件の予定価格300万円以上のもの)
(19)　予定価格の決定(1件の予定価格2,000万円以上のもの)
(20)　補助金の交付申請
(21)　随意契約による場合の見積書の徴収で1件の予定価格2,000万円以上のもの
(22)　不用物品の売払契約
(23)　1件の金額100万円以上の予備費の充当及び経費の流用
(24)　公印の新調、改刻、廃止及び公印同形の印刷に関すること。

別表第3(第10条関係)
共通専決事項
(1)　人事事項
	決裁(専決)事項
	水道部長
	課長

	1　職員の休暇の承認(6日を超える病気休暇を除く。)
	技師長・課長
	所属職員

	2　職員の育児休業及び部分休業の承認
	技師長・課長
	所属職員

	3　職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する週休日の振替、休日の代休日の指定
	技師長・課長
	所属職員

	4　職員の旅行命令及び復命
	技師長・課長
	所属職員

	5　職員の事務配分
	
	○

	6　職員の欠勤、遅刻、早退の承認
	○
	

	7　職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令
	技師長・課長
	所属職員

	8　職員の宿日直勤務の命令
	
	所属職員

	9　職員の特殊勤務の命令
	
	所属職員

	10　管理職員の特別勤務命令
	○
	

	11　職務に専念する義務の免除(重要なものを除く。)
	○
	

	12　職員の営利企業等の従事又は営業許可
	○
	

	13　職員の身分証明書に関すること。
	○
	

	14　非常勤一般職の任免及び勤務条件に関すること。
	○
	

	15　職員の教育研修生の決定
	○
	



(2)　一般事項
	決裁(専決)事項
	水道部長
	課長

	1　関係市町との連絡調整に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例に属するもの

	2　定例的及び軽易な申請、通知、照会、回答、報告及び依頼等の事務に関すること。
	水道部全体に
属するもの
	課の所管に
属するもの

	3　保管文書の保存及び廃棄に関すること。
	　
	○

	4　危機管理に関すること。
	○
	　

	5　予算・決算に関すること。
	○
	　

	6　財政・資金計画に関すること。
	○
	　

	7　各種調査及び統計に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例に属するもの

	8　各種計画に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例に属するもの

	9　各種証明に関すること。
	　
	○

	10　水道料金及び手数料の減免に関すること。
	○
	

	11　日誌・業務日誌に関すること。
	　
	○

	12　棚卸資産の入出庫に関すること。
	
	○

	13　固定資産の貸付け及び借入れに関すること。
	〇
	

	14　工事等の検査及び検収の実施
	　
	○

	15　個人情報取扱事務の登録等に関すること。
	○
	　

	16　保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定
	○
	　

	17　公文書の開示及び情報提供に係る可否の決定
	○
	　

	18　その他水道事務に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例に属するもの



財務に関する事項
　(1)　支出予算の執行
	節区分
	種別
	水道部長
	課長

	支出負担行為
	給料
	　
	　
	全額

	
	手当
	　
	　
	全額

	
	報酬
	　
	　
	全額

	
	法定福利費
	　
	　
	全額

	
	旅費
	　
	　
	全額

	
	報償費
	　
	　
	全額

	
	被服費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	備消耗品費
	　
	500万円以上  
	500万円未満

	
	燃料費
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	光熱水費
	　
	　
	全額

	
	印刷製本費
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	通信運搬費
	　
	　
	全額

	
	広告料
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	委託料
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	
	手数料
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	賃借料
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	修繕費
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	
	路面復旧費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	動力費
	　
	　
	全額

	
	材料費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	補償費
	
	500万円以上 
	500万円未満

	
	薬品費
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	
	研修費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	食糧費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	厚生費
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	交際費
	　
	－
	－

	
	保険料
	　
	500万円以上 
	500万円未満

	
	公課費
	　
	　
	全額

	
	消費税
	　
	全額
	　

	
	雑費
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	負担金
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	受水費
	　
	全額
	　

	
	工事請負費
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	
	企業債利息
	　
	全額
	　

	
	企業債償還金
	　
	全額
	　

	
	その他
	　
	500万円以上
	500万円未満

	
	固定資産購入費
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	
	貯蔵品購入費
	　
	15,000万円未満
	500万円未満

	支出命令
	支出負担行為と同様とする。



(2)　収入予算の執行
	区分・種別
	水道部長
	課長

	収入の調定及び収入命令
	全額
	



(3)　その他
	専決事項
	水道部長
	課長

	予算の流用及び予備費の充当
	100万円未満
	　

	過納金の還付
	全額
	　

	過誤納入返戻
	全額
	　

	収入支出科目更正
	全額
	　

	資金前渡・概算払及び前払金
	全額
	　

	前受金及び預り金の収納及び支出
	全額
	　

	現金の支出を伴わない予算の執行
	全額
	　




別表第4(第10条関係)
個別専決事項
	課名
	決裁(専決)事項
	水道部長
	課長

	管理課
	1　議会に関すること。
	○
	　

	
	2　職員(水道部長を除く。)の採用、分限及び賞罰に関すること。
	○
	　

	
	3　職員の人事評価に関すること。
	○
	　

	
	4　定例の告示及び公告の手続に関すること。
	○
	

	
	5　文書の収受及び発送に関すること。
	　
	○

	
	6　公印の保管に関すること。
	　
	○

	
	7　水道事業運営審議会に関すること。
	○
	　

	
	8　給与等の支給に関すること。
	　
	○

	
	9　所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。
	　
	○

	
	10　職員の服務に関する届出の受理に関すること。
	　
	○

	
	11　研修に関すること。
	　
	○

	
	12　職員の安全管理及び衛生管理に関すること。
	
	○

	
	13　共済組合等の事務処理に関すること。
	　
	○

	
	14　公務災害補償に関すること。
	○
	　

	
	15　各種団体に関すること。
	
	○

	
	16　職員の福利厚生に関すること。
	　
	○

	
	17　被服の貸与に関すること。
	　
	○

	
	18　庁舎の維持管理に関すること。
	　
	○

	
	19　公用車の維持管理に関すること。
	　
	○

	
	[bookmark: _Hlk207361750]20　会計システム等の維持管理に関すること。
	　
	○

	
	21　出納・会計事務に関すること。
	　
	○

	
	22　監査に関すること。
	○
	　

	
	23　金融機関等の検査に関すること。
	○
	　

	
	24　企業債・長期借入金等に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	25　補助金の申請手続に関すること。
	軽易又は定例
に属するもの
	

	
	26　入札に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	27　固定資産の取得及び処分の手続に関すること。
	　
	○

	
	28　広報に関すること。
	
	○

	
	29　営業業務委託に関すること。
	　
	○

	
	30　給水契約に関する届出の受理及び処理に関すること。
	　
	○

	
	31　水道メーター の検針及び水道料金の算定に関すること。
	　
	○

	
	32　使用水量の認定に関すること。
	　
	○

	
	33　水道料金の口座振替に関すること。
	
	○

	
	34　水道料金の督促及び催告に関すること。
	
	○

	
	35　給水停止に関すること。
	○
	

	
	36　債権管理に関すること
	○
	

	
	37　過誤納金の還付及び充当に関すること。
	
	○

	
	38　預り金等に関すること。
	
	○

	
	39　水道メーター の定期交換及び整備に関すること。
	
	○

	
	40　使用者台帳・水栓台帳に関すること。
	
	○

	
	41　料金改定に関すること。
	○
	

	
	42　システム統合整備に関すること。
	
	○

	
	43　前各号に掲げるもののほか、管理課の所掌事務に関し軽易と認められるもの
	
	○

	工務課
	1　施設整備の調整に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	2　建設改良工事に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	3　水道施設台帳及び管網図の整備に関すること。
	
	○

	
	4　給水装置工事の申込みに関すること。
	
	○

	
	5　給水装置の所有者の代理人又は管理人に関すること。
	
	○

	
	6　給水装置工事の使用材料の検査に関すること。
	
	○

	
	7　給水装置工事の設計、審査承認及び指導監督に関すること。
	
	○

	
	8　道路占用及び道路使用の申請に関すること。
	
	○

	
	9　指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
	
	○

	
	10　給水台帳に関すること。
	
	○

	
	11　貯水槽水道に関すること。
	
	○

	
	12　前各号に掲げるもののほか、工務課の所掌事務に関し軽易と認められるもの
	
	○

	施設課
	1　浄水施設等の維持管理に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	2　施設、設備の設置及び使用に係る申請、届出、報告等に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	3　占用物件の移設要請等に対する措置に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	4　浄水場の運転管理に関すること。
	
	○

	
	5　受水量の調整に関すること。
	○
	

	
	6　水質管理に関すること。
	
	○

	
	7　管路の維持管理に関すること。
	重要なもの
	軽易又は定例
に属するもの

	
	8　工事に係る各種届出書類の受理に関すること。
	
	○

	
	9　工事に係る道路、河川、軌道敷等の占用に関すること。
	
	○

	
	10　工事監督職員の指名、職務執行等に関すること。
	
	○

	
	11　工事材料の支給に関すること。
	
	○

	
	12　作業に係る保安上の措置に関すること。
	
	○

	
	13　工事等又は作業に係る給水の制限及び停止に関すること。
	○
	

	
	14　廃棄物の処分に関すること。
	
	○

	
	15　工事等の検査に関すること。
	
	○

	
	16　施設用地の境界査定及び測地に関すること。
	
	○

	
	17　配水圧力の調整に関すること。
	
	○

	
	18　水量の測定及び計量器の点検に関すること。
	
	○

	
	19　配水量の分析及びその有効、無効水量の決定に関すること。
	
	○

	
	20　応急給水作業に関すること(災害時を除く。)。
	
	○

	
	21　前各号に掲げるもののほか、施設課の所掌事務に関し軽易と認められるもの
	
	○


[bookmark: last]　
別表第5(第15条関係)
	公印の種類
	ひな形
	書体
	寸法
(ミリメートル)
	管守者
	用途
	個数

	管理者印
	1
	れい書
	方 21
	水道部長
	管理者名をもって発する文書用
	1

	職務代理者印
	2
	れい書
	方 21
	水道部長
	管理者の職務代理者名をもって発する文書用
	1

	企業出納員印
	3
	れい書
	方 21
	水道部長
	企業出納員名をもって発する文書用
	1

	現金取扱員印
	4
	かい書
	円 23
	管理課長
	現金取扱員専用

	3

	公金徴収・収納事務受託者印
	5
	かい書
	円 23
	水道部長
	公金徴収・収納事務受託者専用
	32


　ひな形
　　　　　 (1)　　　　             (2)　　　　　　　　     (3)
安房郡市広域市町村圏事務組合水道企業出納員之印
安房郡市広域市町村圏事務組合理事長職務代理者之印
水道事業専用
安房郡市広域市町村圏事務組合理事長之印
水道事業専用



(4)　　　　　　　　　    (5)安房郡市広域市町村圏

安房郡市広域市町村圏


事 務 組 合 水 道 事 業
領収(00)
日　付
公金徴収・収納事務
受託者印
事 務 組 合 水 道 事 業
領収
日　付
現金取扱員







